
   No．215  2005．5   発行              

   ＳＧニュース 
 〒103-0023  東京都中央区日本橋本町 1-5-9 

 発  財団                                    共同ビル(本町一丁目)７階 
 行  法人                              電話（03）5255-3631 (代表) 
 

 

「ゆたんぽ」認定基準等改正に伴う説明会が開催されました

 

（財）製品安全協会では、去る５月１８日

及び１９日の２日間、東京（当協会）と大阪

（東大阪市産業技術支援センター会議室）で

「ゆたんぽ」の認定基準等改正に伴う説明会

を開催しました。 
「ゆたんぽ」の認定基準は、１９７７年に

制定され、その後１９７９年に改正していま

す。 
今回の改正は、２００４年６月から１１月

までの間に４回の専門部会審議を経て原案が

作成され、その後２００５年３月開催の第６

５回安全管理委員会において承認を受け、２

００５年３月２９日付けで改正基準として制

定しました。 
それに伴い、２００５年３月３１日付けで

検査マニュアルも改正制定されています。 
 今回の改正は、①ゴム製ゆたんぽの材料規

程の見直し②低温やけどに関する注意事項の

新設③取扱説明書に記載すべき事項の見直し

の３つです。 
特に今回の改正は、“低温やけど対策”がポ

イントとなっています。 
１９９５年～２００５年４月までに経済産

業省事故情報通報制度に通報があった「ゆた

んぽ（湯を入れるタイプ）」の事故苦情件数は

１４件のうち７件が低温やけどです。 
専門部会ではゆたんぽ側（製品側）の本質

的設計対策で完全に「低温やけど」を防止す

ることは極めて困難であり、ゆたんぽを安全

に使用すること、特に「低温やけど」の発症

を最小限にすることは、使用者に対して丁寧

できめの細かい注意喚起が重要との観点に立

って議論をしてきました。 
対策としてゆたんぽの販売方法、流通形態、

使用実態、製品の持つ歴史などを踏まえると、

使用者に対する注意喚起の方法は、使用上の

注意事項を記載したペーパーを製品に添付す

ること（多くの使用者の目にとまり、かつ、

その内容を的確に理解できるもの）が適当で

あると考えられます。 
なお、基準の内容等詳細については当協会

業務グループ松田又は大山までお問い合わせ

下さい。

 
 
 
 

 
 
 

*************************************************************************************  
消費生活用製品の安全性に関するご相談は当協会まで。 発行人 岡林 哲夫【URL】http://www.sg-mark.org    

************************************************************************************* 

製品安全協会 



知っ得と、安心。～バドミントンラケット～ 

―正しい管理が事故を防ぐ－                
生活評論家 佐藤順子

 

優雅な羽根つきと活動的なテニスを合体させ

たようなスポーツがバドミントン。追い羽根に似

た「シャトルコック」と呼ぶ羽根をシングルまた

はダブルスで打ち合います。 
世界大会もあり、幅広い世代が参加する大衆ス

ポーツ。優雅なスポーツにみえますが運動量は相

当にハードなものです。 
● バドミントンラケットの事故 
 以前このバドミントンラケット（以下「ラケッ

ト」という。）で事故が起こりました。アメリカ

で日本製ラケットの木製シャフトが使用中に折

れ、フレーム側が飛び、損傷部が目にあたり、視

力が著しく低下してしまいました。国内でも使用

中にグリップからシャフトが抜けたので、シャフ

ト部をグリップに差し込んで放置したところ、他

の人がそれと気付かずに振ったためグリップか

らシャフト部が抜けて別の人の首に刺さってし

まいました。フレームの脱落とその結果、目にけ

がをするケースが目立ちます。  
こうした事故を受けてＳＧマークの認定基準

が制定されました。 
● ラケットの構成 
ラケットの素材は木、竹、金属、繊維強化プラ

スチックが使われています。その構造はストリン

グ（フレームに張られた糸）を張ったフレームと

ラケットを握るグリップ、この二つの部分を接続

するシャフトと呼ぶ三つの部分から成り立って

います。 
● ラケットのＳＧ基準 
 一般に使用される全長が６０ｃｍ以上のラケ

ットについての基準です。 
なお、フレームとストリングが一体成形された

ものは乳幼児用玩具なので除外します。 
＊ラケットは手、指などを傷付けるおそれのある

ばり、まくれ、ささくれなどがないこと。 
＊素地が木や竹製のものは塗膜の上から見たと

き、虫穴、節、割れ、まくれ及びささくれがな

いこと。また塗装した金属製については表面に

傷があってはなりません。こうしたラケットの

傷等はフレームの丈夫さを左右したりけがに

つながりかねないからです。 
＊フレームの張り糸は確実に両端が止められ、強

く押したとき張り糸の端が緩んだり、解けたり

その他の異状があってはなりません。 
＊フレーム、シャフトグリップという三つの部分

からなるラケットにはシャトルコックを打つ

とき、たわみや捻りの力がかかります。所定の

テストで強度を確認します。 
● 買うとき、使うとき 
＊必ず取扱説明書を読み、保管しておきましょう。 
＊破損、曲がりなどの変形、傷、ゆるみが生じた

ものは使わないこと。 
＊シャトルコック以外のものを打たないこと。 
＊直射日光の当たる場所に放置したり、雨ざらし

にしないこと。 
＊保管は張り糸を傷めないよう高温多湿や乾燥

しすぎる場所は避けること。また車のトランク

に入れっぱなしやラケットの上に物を置くな

ども禁物です。 
＊ラケットはデリケートな運動用具です。 
慎重に扱ってください。 
● 消費者として 
＊ラケットは破損しやすいので使用前に点検し

ましょう。 
＊塗装が剥がれたラケットは傷ついている可能

性があるので使用しないこと。 
傷がついたラケットは折れたり、ささくれでけ

がをすることがあるためです。 
＊シャフトは硬く折れやすい素材でもあるので

優しく扱うことです。 
＊また損傷したラケットを放置しないようにし

ましょう。 
＊子供や初心者は指導者について競技の知識を

深め、正しいラケットの扱いかたや、危険な行

動をしないための周囲への配慮などを競技の

マナーとともに学んでください。 
＊ＳＧマークは製品の欠陥が原因の事故につい

て賠償するものです。

 




